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経済企業委員会会議録 

 

令和６年１２月１１日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５５分閉議（実時間９８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１３３号・令和６年度八代市一般会

計補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第１５７号・令和６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第１３７号・令和６年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第１６１号・令和６年度八代市水道事

業会計補正予算・第２号 

１．議案第１３８号・令和６年度八代市簡易水

道事業会計補正予算・第１号 

１．議案第１４０号・専決処分の報告及びその

承認について（令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１０号） 

１．議案第１４５号・指定管理者の指定につい

て（やつしろハーモニーホール） 

１．議案第１４６号・指定管理者の指定につい

て（八代市こいこい広場） 

１．議案第１４７号・指定管理者の指定につい

て（八代市日奈久温泉センター、東湯） 

１．議案第１４８号・指定管理者の指定につい

て（八代市広域交流地域振興施設、八代市

松中信彦スポーツミュージアム） 

１．議案第１４９号・指定管理者の指定につい

て（八代市日奈久観光交流施設） 

１．議案第１５０号・指定管理者の指定につい

て（八代市産地形成促進施設東陽交流セン

ター「せせらぎ」、八代市農林産物等直売

施設「菜摘館」） 

１．議案第１５１号・指定管理者の指定につい

て（五家荘平家の里、緒方家、左座家、五

家荘渓流キャンプ場、五家荘自然塾、梅の

木轟公園管理施設） 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 ・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  木 村 博 幸 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員          君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     豊 田 浩 史 君 

  農林水産部次長   續   良 彦 君 

  農業振興課長    稲 田 忠 征 君 

 経済文化交流部長   野々口 正 治 君 

  経済文化交流部次長 緒 方   浩 君 

  理事兼スポーツ振興課長 本 村 秀 記 君 

  商工政策課長    西 村 新 吾 君 

  観光振興課長    甲 斐 春 一 君 

 総務企画部 

  デジタル推進課長  上 野   信 君 

  東陽支所地域振興課長 大 谷 栄 樹 君 

  泉支所地域振興課長 岩 田   剛 君 

部局外 

  理事兼水道局長   吉 永 哲 也 君 

  水道局工務係長   大 石 将 也 君 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）それ

では、定刻となり定足数に達しましたので、た

だいまから経済企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨並びに企業誘致用地

及び新八代駅周辺整備に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１３３号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１３３号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分を議題

とし、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第５款・農林水産業費及び

第１０款・災害復旧費について、農林水産部か

ら説明を願います。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 それでは、議案第１３３号・令和６年度八代

市一般会計補正予算・第１１号中、当委員会に

付託されました農林水産部関係分につきまして、

續農林水産部次長が説明いたしますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（續 良彦君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部、續でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、議案第１３３号・令和６年度八代

市一般会計補正予算・第１１号中、当委員会に

付託されました農林水産部関係分につきまして

御説明をいたします。失礼して、着座にて説明

をさせていただきます。 

 それでは、予算書の３ページをお願いいたし

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出、款５・農

林水産業費、項１・農業費で、補正額５９７万

３０００円を追加し、補正後の額を３８億３２

４９万１０００円としております。 

 また、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費では、補正額１０７０万円を

追加し、補正後の額を６億２２８７万８０００

円としております。 

 少し飛びまして、２１ページをお願いいたし

ます。 

 ページの中段、款５・農林水産業費、項１・

農業費、目３・農業振興費で、補正額５９７万

３０００円を追加し、補正後の額を１３億８８

３０万４０００円としております。 

 これは、いぐさ・畳表生産体制強化支援対策

事業５９７万３０００円で、県の補助を活用し

てイグサ産地の生産体制を強化し産地の維持を

図るため、イグサ専用機械の機能強化などを図

る農業者を支援するものでございます。今回、

金剛地区や千丁、鏡地区の農業者６名から、織

機のオーバーホール７台分や二本芯チキリ装置

などの機能強化について申請があり、補助対象

額１１９５万円の補助率２分の１、５９７万３

０００円を補助することとしております。 

 特定財源は、全額県補助金でございます。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 ページ下段、款１０・災害復旧費、項１・農

林水産業施設災害復旧費、目１・林道施設災害

復旧費では、補正額１０７０万円を追加し、補

正後の額を６億７８７万８０００円としており

ます。 

 これは、林道施設災害復旧事業で、本年６月

３０日から７月１日にかけての梅雨前線豪雨に

より、のり面崩壊の被害が発生いたしました東

陽町の林道池の原走水線につきまして、国の補
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助査定が終了しましたことから災害復旧工事を

行うものでございます。 

 なお、この工事箇所と別に県の林道工事が行

われており、工期調整の関係上、年度内に終了

することが難しいことから、併せて繰越明許を

設定しております。 

 特定財源は、補助率６５％の県補助金６９５

万５０００円、地方債３３０万円でございます。 

 以上が、令和６年度八代市一般会計補正予算

・第１１号中、農林水産部関係分の説明でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上で歳

出の第５款・農林水産業費及び第１０款・災害

復旧費についてを終了します。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０７分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明を願い

ます。 

○経済文化交流部長（野々口正治君） 皆様、

おはようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）経済文化交流部、野々口でござ

います。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日、経済企業委員会に付託されました予算

議案、議案第１３３号・令和６年度八代市一般

会計補正予算・第１１号及び議案第１５７号・

令和６年度八代市一般会計補正予算・第１２号

のうち、経済文化交流部所管分につきまして、

緒方経済文化交流部次長が説明をいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 皆様、

おはようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）経済文化交流部、緒方でござい

ます。よろしくお願いします。着座にて御説明

させていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） それで

は、議案第１３３号・令和６年度八代市一般会

計補正予算書、第１１号をお願いいたします。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出の款６・商工費、項１・商工費で、補正

額４０２万５０００円を増額し、補正後の額を

２２億８４２３万４０００円としております。 

 次に、２つ下段です。款９・教育費、項８・

社会体育費で、１１２万３０００円を増額し、

補正後の額を３億６０３２万４０００円として

おります。 

 次に、２１ページをお願いします。 

 下段でございます。款６・商工費、項１・商

工費、目２・商工振興費で、補正額６１万４０

００円を増額し、補正後の額を１３億３２０５

万１０００円としております。 

 これは、指定管理者制度において、それぞれ

委託料積算時には想定し得ない賃金上昇により

指定管理者の負担部分が増加しているため、協

定書の規定に基づき人件費の補償を行うもので

ございます。商工政策課所管の３施設、指定管

理者に対する人件費補償で、合計が６１万４０

００円です。ハーモニーホール、１８万２００

０円の４人、サンライフ八代、２２万９０００

円で５人、働く婦人の家、２０万３０００円、

３人、合計の１２名でございます。 
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 次に、２２ページ上段をお願いします。 

 款６・商工費、項１・商工費、目３・観光費

で、補正額３４１万１０００円を増額し、補正

後の額を５億８９１４万３０００円としており

ます。 

 同じく、観光振興課所管の７施設について、

指定管理者に対する人件費補償でございます。

日奈久温泉施設、１０８万９０００円、１２名、

日奈久観光交流施設、１８万円、２名、さかも

と温泉センタークレオン、２８万１０００円、

４人、坂本憩いの家、１３万５０００円、２名、

東陽交流センター「せせらぎ」、「菜摘館」、

１０７万６０００円、２６人、五家荘観光施設、

４７万５０００円、９人、ふれあいセンターい

ずみ及び農林産物流通加工施設、１７万５００

０円、５人、合計の６０名分でございます。 

 次に、２３ページをお願いします。 

 中段になります。款９・教育費、項１・社会

体育費、目３・社会体育施設費で、補正額１１

２万３０００円を増額し、補正後の額を２億３

６６９万８０００円としております。 

 スポーツ振興課所管の総合体育館等体育施設

について、指定管理者に対する人件費補償、合

計１１２万３０００円でございます。総合体育

館が９名、市民球場が３名、テニスコートが４

名、武道館が３名、合計の１９名分となります。 

 説明については以上でございます。御審議方、

よろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑はありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 今の説明のところで質

問してよいかどうかちょっと逡巡したんですけ

ども、事前に頂いた資料には、指定管理者の選

び方に公募と非公募というのがあるんですけど

も、これはどういった分け方をされてるのかお

聞きしたいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） 公募と非公募って。 

 谷口委員。後で事件議案でありますから、そ

こで……。 

○委員（谷口 徹君） そこでいいですかね、

はい。じゃあ、後ほどお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） 予算のところじゃな

くて。 

○委員（谷口 徹君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） じゃあお願いします。 

 ありませんか、ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３３号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５７号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１５７

号・令和６年度八代市一般会計補正予算・第１

２号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳出の第６款・商工費及び第９款

・教育費について、経済文化交流部から説明願

います。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 経済文

化交流部、緒方です。引き続きよろしくお願い

をいたします。着座にて御説明させていただき

ます。 
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 それでは、議案第１５７号・令和６年度八代

市一般会計補正予算・第１２号中、当委員会に

付託されました経済文化交流部関係分について

御説明をさせていただきます。 

 まず、予算書の説明に入ります前に、今回の

補正予算におきましては人件費の補正も行って

おります。内容につきまして先に御説明をさせ

ていただきます。 

 人件費補正分として、全体的な概要につきま

して、議案書と別に配付しております資料、右

肩に議案第１５７号、第１６１号関係資料と記

載されている資料がございますでしょうか。 

 それでは、今回の補正予算につきましては、

人事院勧告に伴う給与改定分の補正と、人事異

動などに伴う増減分の補正を行うものでござい

ます。 

 まず、１、給与改定による影響でございます

けども、給与及び期末勤勉手当ともに３年連続

の引上げ実施となっております。 

 （１）給与表の改定につきましては、水準を

平均３.０％引き上げ、特に若年層を重点に置

いた引上げ改定となっており、この改定により

引上げ対象者は、全会計で１１６６人、会計年

度任用職員で５３６人となっております。 

 次に、（２）期末勤勉手当の改定につきまし

ては、年間支給月数を４.５０月から４.６０月

へ、プラス０.１０月分引き上げるものでござ

います。 

 次に、下段でございます。２、その他の、給

与改定以外につきましては、（１）人事異動に

伴う給与、諸手当の増減による影響分、（２）

育児休業及び退職等による影響分、（３）共済

組合負担金の率改定による影響分によるもので

ございます。毎年の当初予算において人件費を

計上するとき、当初予算編成時点の職員数を基

に人件費を積算しており、その後、４月１日の

人事異動に伴う職員配置の変更により給料の高

い職員と給料の低い職員とが入れ替わるなどの

増減が発生しますので、毎年度１２月に人件費

の補正を行っているところでございます。 

 よろしくお願いをいたします。 

 それでは、補正予算書・第１２号の３ページ

をお願いします。 

 歳出の款６・商工費、項１・商工費で、補正

額２４０万５０００円を増額し、補正後の額を

２２億８６６３万９０００円としております。 

 次に、４ページをお願いします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費で、補正額

１１６６万２０００円を増額し、補正後の額を

１４億６１２２万５０００円としております。 

 次に、下段です。款９・教育費、項８・社会

体育費で、補正額７１万４０００円を増額し、

補正後の額を３億６１０３万８０００円として

おります。 

 少し飛びまして、１８ページをお願いします。 

 下段でございます。款６・商工費、項１・商

工費で、目１・商工総務費では、職員４６名分

の補正として、６１万円分を増額しております。 

 人事異動及び共済負担金の率改定による影響

で減額となりましたものの、給与改定による影

響額の増、また、県営工業団地の整備への協力

事務など時間外手当の増により、目全体で増額

となっております。 

 次に、目３・観光費です。会計年度任用職員

５名分の補正として、１７９万５０００円を増

額しております。 

 これは、給与改定によるものでございます。 

 次に、２４ページをお願いします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費です。目３

・文化施設費では、職員４名分及び会計年度任

用職員２４名分の補正として、２２３万９００

０円を減額しております。 

 給与改定による増額はありましたが、人事異

動及び共済負担金の率改定による減額の影響で

目全体では減額となっております。 

 ２つ下段です。目６・文化財保護費では、職
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員１５名分及び会計年度任用職員５名分の補正

として、１１６０万８０００円を増額しており

ます。 

 共済負担金の率改定の影響で共済費は減額と

なりましたものの、人事異動及び給与改定によ

る影響により目全体で増額となっております。 

 次に、２５ページをお願いします。 

 款９・教育費、項８・社会体育費です。目１

・社会体育総務費では、職員９名分の補正とし

て、１５３万５０００円を減額しております。 

 給与改定による影響額では増額となりました

ものの、人事異動及び共済負担金の率の改定の

影響により目全体で減額となったものでござい

ます。 

 その下、目２・社会体育事業費では、補正額

２４０万円を増額し、補正後の額を２億３６５

４万７０００円としております。 

 説明欄のバドミントンアジアジュニアチャン

ピオンシップ誘致事業２４０万円は、令和８年

度におけるバドミントンアジアジュニア選手権

の八代市開催について、その合意が得られまし

たことから、アジアバドミントン連盟の本部が

ありますマレーシア・クアラルンプールにおい

て、基本合意書の締結を行うための経費を補正

するものでございます。 

 今回計上いたしました補正額の内訳といたし

ましては、八代市スポーツコミッションへの負

担金２４０万円とし、マレーシアへの渡航旅費

８名分、また、海外保険料、Ｗｉ－Ｆｉの借り

上げ、現地移動費などとなっております。今回

は、中村市長をはじめ、随行職員と経済文化交

流部職員合計の４人、通訳を併せて市のＣＩＲ

１名、熊本県バドミントン協会から２名の合計

の８名を予定しておるところでございます。行

程につきましては、来年１月８日から１１日ま

で４人、１月８日から１３日が４名となってお

ります。この延泊します分は、事務協議、スポ

ンサーとの協議等を考えてるところでございま

す。 

 今回追加提案させていただくこれまでの経緯

といたしましては、令和５年度からアジアバド

ミントン連盟と開催に向けての調整を図り、今

年７月、インドネシアを訪問し、アジアバドミ

ントン連盟会長や事務総長に対しまして市長か

らのトップセールスを行い、市の意気込みをお

伝えしていました。その後、先月１１月の中旬

に連盟によるトヨオカ地建アリーナや宿泊施設

などの現地視察が行われ、協力体制を含めまし

て様々な意見交換を行ったところです。視察後、

視察結果をマレーシア本部へ持ち帰られ、連盟

役員で協議を行われた結果、１１月の２９日に

アジアバドミントン連盟より開催内諾の連絡が

あったところであり、年明け１月９日に基本合

意書の締結を行うこととなったものでございま

す。 

 また、この時期の開催合意を行うに当たりま

しては、令和７年１月７日から１２日の期間、

マレーシア・クアラルンプールにてバドミント

ンの国際大会、マレーシアオープンが開催され、

アジアバドミントン連盟の会長をはじめ主要役

員が集まること、また、マレーシアオープンを

参考に八代市でも運営していただきたい旨の要

望が連盟からあったことからですね、今回の日

程で調整し渡航する運びとなったところでござ

います。 

 次に、目３・社会体育施設費です。職員３名

分の補正として、１５万１０００円を減額して

おります。 

 給与改定による影響額では増額となりました

ものの、人事異動及び共済負担金の率改定によ

る影響により目全体で減額となったものでござ

います。 

 以上が、令和６年度一般会計補正予算・１２

号中、経済文化交流部所管の関係分の説明でご

ざいます。御審議方、よろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部
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分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（谷口 徹君） バドミントンアジアジ

ュニアチャンピオンシップ、この大会のですね、

八代で開催された場合の、参加国や選手の数、

あと期間はどれくらいかかるか、もし今分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

○理事兼スポーツ振興課長（本村秀記君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）スポーツ振興課、本村でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 ジョグジャカルタで行われたんですけども、

そのときは１５か国参加されて、１国当たりで

ですね、選手、監督、スタッフを含めると大体、

２５名程度の方がこの大会に参加されておりま

す。概算でいけば１５掛ける２５になりますの

で３７５名、これにですね、アジア連盟のスタ

ッフだとかレフェリー、その他もろもろの関係

者を含めるとですね、１日に大体５００名ぐら

い、その大会に携わるということになっており

ます。 

 ただ、今回日本で行われるということですの

で、アジアバドミントン連盟のほうからはです

ね、ジョグジャカルタでは１５か国の参加だっ

たんだけども、もっと増えるんじゃないかとい

うようなことを言われているところでございま

す。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） 大会期間は。 

○理事兼スポーツ振興課長（本村秀記君） 大

変申し訳ありませんでした。 

 大会期間は１０日間を予定してるところでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） はい。ありがとうござ

いました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で歳

出の第６款・商工費及び第９款・教育費につい

てを終了します。 

 小会いたします。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

○理事兼スポーツ振興課長（本村秀記君） 改

めまして、スポーツ振興課の本村でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

 前回９月定例会におきまして、ＳＰＯＲＴＥ

Ｃと立川巡業出張の件でですね、２名と勘違い

しておりました。実際に行きましたのは、職員

３名でございます。業務は、ＳＰＯＲＴＥＣの

従事と立川巡業の視察というところでございま

す。 

 すいません、訂正いたします。よろしくお願

いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、終了いた

します。 

○委員（谷口 徹君） もう一つ訂正していた

だきたいと思います。２泊３日じゃなくて４泊

５日だったと思いますけど、お願いします。 

○理事兼スポーツ振興課長（本村秀記君） 改

めまして、スポーツ振興課の本村でございます。 

 はい、それもですね、私の大変勘違いでござ

いまして、４泊５日の出張ということでした。

大変申し訳ありませんでした。訂正いたします。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） 終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 
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（午前１０時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３２分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、歳出の第５款・農林水産業費について、

農林水産部から説明を願います。 

○農林水産部長（豊田浩史君） それでは、議

案第１５７号・令和６年度八代市一般会計補正

予算・第１２号中、当委員会に付託されました

農林水産部関係分につきまして、續農林水産部

次長より説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○農林水産部次長（續 良彦君） 農林水産部、

續でございます。引き続きよろしくお願いいた

します。 

 それでは、議案第１５７号・令和６年度八代

市一般会計補正予算・第１２号中、当委員会に

付託されました農林水産業費分につきまして御

説明をいたします。失礼して、着座にて説明を

させていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○農林水産部次長（續 良彦君） それでは、

予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出の款５・農

林水産業費で、補正額２０５３万７０００円を

増額し、補正後の額を４３億８５５９万７００

０円としております。 

 少し飛びまして、１６ページをお願いいたし

ます。 

 まず、款５・農林水産業費、項１・農業費で

ございます。目１・農業委員会費では、職員８

名分の人件費の補正として、３１９万円を増額

しております。 

 先ほど経済文化交流部から説明がありました

ように、人事院勧告に伴う給与改定分の補正と、

人事異動などに伴う増減分の補正を行っており

ます。農業委員会費では、共済負担金の率の改

定による影響で減額となりましたものの、人事

異動及び給与改定による影響により目全体では

増額となっております。 

 次に、目２・農業総務費では、職員５２名分

及び会計年度任用職員１名分の補正として、３

９９万８０００円を増額しております。 

 人事異動及び共済負担金の率の改定による影

響で減額となりましたものの、給与改定による

影響により目全体では増額となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 目３・農業振興費では、補正額１５５万６０

００円を増額しております。 

 人件費では、会計年度任用職員２名分の補正

として、５５万６０００円を増額しており、給

与改定による影響によるものでございます。 

 また、人件費補正のほか、経営継承・発展支

援事業で１００万円を計上いたしております。 

 これは、地域農業の担い手の経営を継承した

後継者による継承後の経営発展に向けた取組に

対しまして、上限１００万円として必要な経費

を補助するもので、今回、田植機１台を購入す

る経費につきまして、１１月２７日に内示を受

けましたことから計上するものでございます。 

 特定財源は諸収入５０万円で、これは、補助

率２分の１となる国庫補助５０万円が、事業の

事務局である一般社団法人全国農業会議所経由

で交付されるものでございます。 

 なお、制度の概要を記載いたしましたチラシ

をお手元に配付いたしておりますので、併せて

御参考願います。 

 次に、目６・農事研修センター費では、職員

３名分の補正として、７万７０００円を増額し

ております。 

 人事異動及び共済負担金の率改定による影響

で減額となりましたものの、給与改定による影

響により目全体では増額となっております。 

 目８・農地費では、職員１５名分の補正とし

て、３０８万５０００円を増額しております。 
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 共済負担金の率改定による影響で減額となり

ましたものの、人事異動及び給与改定による影

響により目全体では増額となっております。 

 次に、目１１・農業研修施設管理費では、会

計年度任用職員２名分の補正として、５２万９

０００円を増額しております。 

 給与改定による影響によるものでございます。 

 次に、目１２・地籍調査費では、職員１６名

分及び会計年度任用職員３名の補正として、３

７０万１０００円を増額しております。 

 共済負担金の率の改定による影響で減額とな

りましたものの、人事異動及び給与改定による

影響により目全体では増額となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、項２・林業費でございます。目１・林

業総務費では、職員１０名分の補正として、１

８８万７０００円を増額、次の目４・林道新設

改良費では、職員３名分の補正として、２８６

万円を増額いたしております。 

 いずれも、共済負担金の率の改定による影響

で減額となりましたものの、人事異動及び給与

改定による影響により目全体では増額となって

おります。 

 最後に、項３・水産業費、目１・水産業総務

費では、職員５名分の補正として、３４万６０

００円を減額しております。 

 給与改定による影響では増額となりましたも

のの、人事異動及び共済負担金の率改定による

影響により目全体で減額となったものでござい

ます。 

 以上が、令和６年度八代市一般会計補正予算

・第１２号中、農林水産部関係分の説明でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５７号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３９分 本会） 

◎議案第１３７号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１３７号・令和６年度八代市水

道事業会計補正予算・第１号を議題とし、説明

を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）水道局の吉永でございます。よろしくお

願いいたします。 

 議案第１３７号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号について、着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） それでは、

八代市水道事業会計補正予算書・第１号の１ペ

ージをお願いします。 

 第２条の収益的支出におきまして、第１款・

水道事業費用、第１項の営業費用で１６９４万

７０００円を増額し、補正後の額を５億３２３
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０万円としております。 

 第３条の債務負担行為では、令和７年４月よ

り業務を開始する必要があります契約案件につ

いて、予算執行の事前準備として、新年度前に

事務処理を行えるように債務負担行為の設定を

行うものでございます。 

 １１ページの、債務負担行為に関する調書を

お願いします。 

 今回設定する債務負担行為の事項は、水道事

業水質検査業務委託で、期間は令和６年度から

令和７年度、限度額を４７１万２０００円とし

ております。毎年、入札により請負業者の選定、

契約を行っております。 

 ページを戻りまして、５ページをお願いいた

します。 

 令和６年度八代市水道事業会計補正予算実施

計画でございますが、内容につきましては、後

ほど１０ページの予算の明細にて御説明いたし

ます。 

 次の６ページから９ページにつきましては、

説明を省略させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の明細でございますが、支出

におきまして、収益的支出の補正予算明細書に

て内訳を説明いたします。 

 款１・水道事業費用、項１・営業費用、目１

・原水及び浄水費では、節区分の動力費におき

まして、１０４０万円の補正をお願いするもの

です。 

 補正理由でございますが、電力量単価及び電

力使用量が増加したことにより、電気料が不足

する見込みとなったため補正するものでござい

ます。なお、電力使用量が増加した主な要因は、

契約者の増加や漏水等により配水量が増加した

ためでございます。 

 次に、目２・配水及び給水費では、節区分の

修繕費におきまして、６５４万７０００円の補

正をお願いするものです。 

 補正理由でございますが、漏水等の増加に伴

い想定以上の突発的修繕が増加したことにより、

修繕料が不足する見込みとなったため補正する

ものでございます。 

 以上で、議案第１３７号・令和６年度八代市

水道事業会計補正予算・第１号の説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 漏水等の増加に伴い

っていうことなんですけど、その今後の見込み

としてですね、増えてくる傾向にあることを想

定されてるのかどうかってのをまずお聞かせく

ださい。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 漏水につき

ましては、今後増えてくるところで想定をして

おります。管が古くなってくることが要因にな

ってくるかと思いますが、毎年一応漏水調査等

を行っておりまして、その都度、漏水が発見さ

れたときには一応今修繕という形でですね、対

応を行っておりまして、今後も増加傾向にはな

るという見込みをして、――増加すると思って

おります。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

した。 

 もう一つ、材質的には、どういった材質のほ

うがそういう、漏水が起こりやすいとかいうの

はあるんですか。 

○水道局工務係長（大石将也君） 委員、御質

問の件ですが、材質はですね、今、配水をポリ

エチレン管と申しまして、継ぎ手を電気で融着

して管全体で耐震性を持たせる管を主に使用し

ております。あとは、重要給水施設等が市内に

ございますけれども、そちらに関しましてはダ

クタイル鋳鉄管のほうを引き続き、更新の材料

としては使っていく予定でございます。 

 以上でございます。 
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○委員（中山諭扶哉君） ちょっとお聞きした

かったのは、その傾向として漏水してる傾向と、

今現状ですね、傾向として、今ダクタイルって

おっしゃいましたけど、例えばダクタイル管と

か樹脂管とかの漏水ってどっちが多いのかみた

いなことは分かるんですか、それって。 

○水道局工務係長（大石将也君） 管種につき

ましては、今申しました配水用ポリエチレン管

に更新する以前っていうのは、普通のビニール

管だったりとかが多く使用されております。塩

ビ――ビニール管につきましては、やはり経年

劣化で継ぎ手等がですね、やはり劣化してくる

っていうのが１つの漏水の原因となっておると

ころでございます。 

 以上です。（委員中山諭扶哉君「ありがとう

ございます」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３７号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１６１号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第２号 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１６１

号・令和６年度八代市水道事業会計補正予算・

第２号を議題とし、説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 議案第１６１号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第２号について、着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 今回の補正

内容につきましては、先ほど一般会計のほうで

も説明がございましたが、人件費の補正につい

て、本年度の人事院勧告に伴う給与改定分の補

正と、人事異動等に伴う増加分の補正を行うも

のでございます。 

 それでは、八代市水道事業会計補正予算書・

第２号の１ページをお願いいたします。 

 第２条の収益的支出におきまして、第１款・

水道事業費用、第１項の営業費用で、人件費９

３９万１０００円を増額し、補正後の額を５億

４１６９万１０００円としております。 

 第３条では、人件費の増額補正に伴い、議会

の議決を経なければ流用することができない経

費の金額を、９０６９万７０００円に９３９万

１０００円を増額し、１億８万８０００円と改

めるものです。 

 ５ページをお願いいたします。 

 令和６年度八代市水道事業会計補正予算実施

計画でございますが、内容につきましては後ほ

ど１０ページの予算の明細にて御説明いたしま

す。 

 次の６ページから９ページにつきましては、

説明を割愛させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 収益的支出の補正予算明細書にて内訳を説明

いたします。 

 なお、目ごとの説明となりますが、職員数の

変動はなく、給与改定、人事異動等の影響によ

る補正でございます。 

 款１・水道事業費用、項１・営業費用、目１

・原水及び浄水費では、節区分の給料を１９８
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万５０００円、手当を１１２万７０００円、法

定福利費を７９万円それぞれ増額し、合わせて

３９０万２０００円の補正をお願いするもので

す。 

 次に、目２・配水及び給水費では、節区分の

給料を５４万８０００円、手当を５７万１００

０円、法定福利費を２４万４０００円それぞれ

増額し、合わせて１３６万３０００円の補正を

お願いするものです。 

 次に、目３・受託工事費では、節区分の給料

を１７８万円、手当を１２０万１０００円、法

定福利費を８３万９０００円それぞれ増額し、

合わせて３８２万円の補正をお願いするもので

す。 

 次に、目４・総係費では、節区分の給料を７

万４０００円、手当を１４万５０００円、法定

福利費を８万７０００円それぞれ増額し、合わ

せて３０万６０００円の補正をお願いするもの

です。 

 １１ページ以降は、給与費の詳細な明細書で

ございます。今回は説明を割愛させていただき

ます。 

 以上で、議案第１６１号・令和６年度八代市

水道事業会計補正予算・第２号の説明を終わり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１６１号・令和６年度八代市水道事業

会計補正予算・第２号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３８号・令和６年度八代市簡易水道

事業会計補正予算・第１号 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１３８

号・令和６年度八代市簡易水道事業会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 引き続きよ

ろしくお願いします。 

 議案第１３８号・令和６年度八代市簡易水道

事業会計補正予算・第１号について、着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 八代市簡易

水道事業会計補正予算書の、第１号の１ページ

をお願いします。 

 今回の補正予算は、令和７年４月より業務を

開始する必要があります契約案件についての債

務負担行為の設定でございます。 

 ５ページの、債務負担行為に関する調書をお

願いします。 

 今回設定する債務負担行為の事項は、簡易水

道事業水質検査業務委託で、期間は令和６年度

から令和７年度、限度額を１８６８万５０００

円としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３８号・令和６年度八代市簡易水道

事業会計補正予算・第１号については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５５分 本会） 

◎議案第１４０号・専決処分の報告及びその承

認について（令和６年度八代市一般会計補正予

算・第１０号） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第１４０号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１０号中、当委員会関係分に係る

専決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第５款・農林水産業費につ

いて、農林水産部から説明を願います。 

○農林水産部長（豊田浩史君） それでは、議

案第１４０号・専決処分の報告及び承認につい

て、専決第１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１０号につきまして、續農林水産

部次長が説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○農林水産部次長（續 良彦君） 農林水産部、

續でございます。引き続きよろしくお願いいた

します。 

 それでは、議案第１４０号・専決処分の報告

及びその承認について、専決第１４号・令和６

年度八代市一般会計補正予算・第１０号中、当

委員会に付託されました農林水産部関係分につ

きまして御説明をいたします。失礼して、着座

にて説明をさせていただきます。 

 それでは、議案書の６ページをお願いいたし

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下段、歳出、款

５・農林水産業費、項１・農業費で、補正額７

００万円を計上し、補正後の額を３８億２６５

１万８０００円としております。 

 少し飛びまして、１０ページのほうをお願い

いたします。 

 下段になります。３、歳出、款５・農林水産

業費、項１・農業費、目２・農業総務費で、補

正額７００万円を計上し、補正後の額を４億５

２７万３０００円としております。 

 これは、令和６年奥能登豪雨支援事業（置き

畳）７００万円で、本年９月に発生いたしまし

た令和６年奥能登豪雨で被災した石川県珠洲市

から、前回の能登地震で支援をいたしました置

き畳につきまして支援要請がございましたこと

から、前回と同様に氷川町と連携し、また、Ｊ

Ａやつしろの協力を得て、半畳タイプの置き畳

１００８枚を送るものでございます。内訳は、

１００８枚のうち本市で作製した６４８枚分の

置き畳購入費６２９万７０００円のほか、畳運

搬料５０万１０００円、現地に派遣する本市職

員２名分の旅費１５万５０００円などでござい

ます。 

 なお、現地が厳寒期に入る前にできるだけ早

く避難生活をされている方々にお届けする必要

がございましたことから、１０月２４日付で専

決処分を行い、先月２１日に氷川町及び本市職

員で現地へ届けているところでございます。 

 以上が、令和６年度八代市一般会計補正予算

・第１０号中、農林水産部関係分の説明でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 確認をさせていただき

たいのは、珠洲市から要請があったのは、置き
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畳を指定してこられたのかというのと、それと

枚数のほうも先方から、指定、要請があった数

なのでしょうか。 

○農業振興課長（稲田忠征君） こんにちは。

農業振興課の稲田です。 

 委員御質問の、まず珠洲市のほうから要請が

あったのかということですけども、珠洲市のほ

うから１０月７日にメールにて、半畳畳の置き

畳が欲しいということで要請があったところで

ございます。 

 以上でございます。（｢枚数」と呼ぶ者あり） 

 枚数につきましては、１０００枚必要という

ことで要請があっております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありませんか。

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（谷口 徹君） 東北の地震のときに、

私職員で、牡鹿、石巻のほうに畳１万枚送ると

いうことで、現地に入って、送り先を見つける

という、調整するという役割だったんですが、

なかなか３５００枚のところで送り先がなかな

か見つからずにですね、牡鹿半島のほうの避難

所を回ったところ、見本、置き畳の見本持って

ったらぜひそれを避難所に欲しいという声が上

がってそこで２０００枚ぐらい、要請を受ける

ことができたんですよ。 

 結局、登米市のほうで１５００枚ほど受けて

いただいて、合計３５００枚はけたんですけど

も、ぜひこの置き畳、畳というものをですね、

災害時の避難所においては非常に有効な敷物だ

ということをＰＲしていただいて、災害がない

ことにはこしたことないんですけども、あった

場合にはぜひ、八代産畳表での支援をですね、

これからもやっていただければと思います。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） 本当に冬に入る前に、

送ることができてよかったなというふうに思い

ます。大変だったでしょうけど、職員の皆さん

ですね、お疲れさまでしたというねぎらいの言

葉と、あと、ＰＲをもう少しできたらいいのか

なというふうに思ってますので、そこら辺を何

か、役に立ってますよというようなところもで

すね、また次につながるかというふうに思いま

すので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） 半畳畳のＰＲ。 

○委員（中山諭扶哉君） 畳寄附のＰＲですね。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４０号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第１０号中、当委員会関係分に係る

専決処分の報告及びその承認については、承認

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０７分 本会） 

◎議案第１４５号・指定管理者の指定について

（やつしろハーモニーホール） 

◎議案第１４６号・指定管理者の指定について

（八代市こいこい広場） 

◎議案第１４７号・指定管理者の指定について

（八代市日奈久温泉センター、東湯） 

◎議案第１４８号・指定管理者の指定について

（八代市広域交流地域振興施設、八代市松中信

彦スポーツミュージアム） 



 

－15－

◎議案第１４９号・指定管理者の指定について

（八代市日奈久観光交流施設） 

◎議案第１５０号・指定管理者の指定について

（八代市産地形成促進施設東陽交流センター

「せせらぎ」、八代市農林産物等直売施設「菜

摘館」） 

◎議案第１５１号・指定管理者の指定について

（五家荘平家の里、緒方家、左座家、五家荘渓

流キャンプ場、五家荘自然塾、梅の木轟公園管

理施設） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１４５号・やつしろハーモニー

ホールに係る指定管理者の指定について、議案

第１４６号・八代市こいこい広場に係る指定管

理者の指定について、議案第１４７号・八代市

日奈久温泉センター、東湯に係る指定管理者の

指定について、議案第１４８号・八代市広域交

流地域振興施設、八代市松中信彦スポーツミュ

ージアムに係る指定管理者の指定について、議

案第１４９号・八代市日奈久観光交流施設に係

る指定管理者の指定について、議案第１５０号

・八代市産地形成促進施設東陽交流センター

「せせらぎ」、八代市農林産物等直売施設「菜

摘館」に係る指定管理者の指定について及び議

案第１５１号・五家荘平家の里、緒方家、左座

家、五家荘渓流キャンプ場、五家荘自然塾、梅

の木轟公園管理施設に係る指定管理者の指定に

ついては関連がありますので、本件７件を一括

議題とし、採決についてはおのおの行いたいと

思います。 

 それでは、本７件について一括して説明を求

めます。 

○経済文化交流部長（野々口正治君） 改めま

して、おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）経済企業委員会に付託

されました事件議案の議案第１４５号から第１

５１号までの指定管理者の指定につきまして、

緒方経済文化交流部次長が説明をいたします。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 経済文

化交流部、緒方でございます。引き続きよろし

くお願いをいたします。着座にて御説明させて

いただきます。 

○委員長（古嶋津義君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） それで

は、指定管理者の指定について一括して御説明

させていただきます。 

 資料でございますが、１２月定例会議案書の

ほかに、別紙資料、指定管理者の指定について

と併せて御説明させていただきます。 

 それでは、議案書の１ページおめくりいただ

いてですね、目次をお開きください。 

 議案第１４５号から第１５１号まで、当部が

所管しております施設のうち、７件１５施設の

指定管理者の指定につきまして議決をお願いす

るものでございます。 

 提案理由でございますが、いずれの議案も、

本市が設置する公の施設の指定管理者を指定す

るためには、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定によりまして議会の議決を経る必要があ

りますことから、本定例会で提案させていただ

いたところでございます。 

 議案書１７ページをお願いします。 

 議案第１４５号です。施設名はやつしろハー

モニーホール、指定管理者となる団体は一般社

団法人八代弘済会、指定管理期間は令和７年４

月１日から令和１２年３月３１日までの５年間

でございます。 

 次に、１８ページお願いします。 

 議案第１４６号でございます。施設名は八代

市こいこい広場、指定管理者となる団体はまち

なか活性化協議会、指定の期間は令和７年４月

１日から令和１０年３月３１日までの３年間で

ございます。 

 次に、１９ページです。 

 議案第１４７号、施設名は八代市日奈久温泉
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センター及び東湯の２施設で、指定管理者とな

る団体は一般社団法人八代弘済会、指定管理期

間は令和７年４月１日から令和１０年３月３１

日までの３年間でございます。 

 次に、２０ページをお願いします。 

 議案第１４８号です。施設名は八代市広域交

流地域振興施設及び八代市松中信彦スポーツミ

ュージアムの２施設で、指定管理者となる団体

は株式会社肥後畳表中央市場、指定管理期間は

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日ま

での５年間でございます。 

 次に、２１ページです。 

 議案第１４９号です。施設名は八代市日奈久

観光交流施設で、指定管理者となる団体は一般

社団法人ＤＭＯやつしろ、指定管理期間は令和

７年４月１日から令和１２年３月３１日までの

５年間でございます。 

 次に、２２ページをお願いします。 

 議案第１５０号です。施設名は八代市産地形

成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」及び

八代市農林産物等直売施設「菜摘館」の２施設

で、指定管理者となる団体は株式会社東陽地区

ふるさと公社、指定管理期間は令和７年４月１

日から令和１０年３月３１日までの３年間でご

ざいます。 

 次に、２３ページお願いします。 

 議案第１５１号です。施設名は、五家荘平家

の里、緒方家、左座家、五家荘渓流キャンプ場、

五家荘自然塾、梅の木轟公園管理施設の６施設

で、指定管理者となる団体は一般社団法人五家

荘地域プロジェクト、指定管理期間は令和７年

４月１日から令和１０年３月３１日までの３年

間でございます。 

 それでは、指定管理者候補者の選定結果の詳

細につきまして、別紙資料を基に御説明させて

いただきます。 

 資料は、左上に別紙資料と記載してあります、

指定管理者の指定についてというのを御覧いた

だきたいと思います。 

 まず、１ページでございますが、本定例会に

提案しております経済文化交流部所管の対象施

設を一覧にまとめて記載しているところでござ

います。それぞれの施設の指定管理者候補者の

選定結果につきましては、次の２ページ以降か

らの資料に記載をしておるところでございます。 

 それでは、２ページをお開きください。 

 これ以降もですね、それぞれ同じ様式にて記

載をしておりますが、先ほど読み上げました議

案書と重複している部分もありますので、主と

して、３番、提案価格、５番、指定の経緯、８

番、選定結果についてを中心に御説明させてい

ただきます。よろしくお願いをいたします。 

 議案第１４５号の、やつしろハーモニーホー

ルです。 

 ３、提案価格（委託料）は、令和７年度より

各年度２５１２万円、５年間合計で１億２５６

０万円となっております。 

 ５、指定の経緯でございますが、令和６年９

月２日、公募を開始し、９月２４日までに１団

体の申請がございました。しかしその後、辞退

の申出がありましたことから、１０月２日に再

公募を行ったところ、再公募締切りの１０月８

日までに１団体からの申請がございました。１

０月３１日の選定委員会におきまして、申請団

体からのプレゼンテーションや申請内容に関す

るヒアリング等を行い、１１月５日に候補者を

決定したところでございます。 

 ８、選定結果につきましては、次のページ、

４ページを御覧ください。 

 ５つの選定項目のうち、１につきましては、

あらかじめ事務局にて事業計画内容の平等性や

公平性に関しましての適否を判断いたしました。

２から５の４項目につきましては、外部委員を

含む選定委員会委員により、サービス向上を実

現する具体的な計画であるか、利用者の増加に

向けた具体的な計画であるか、管理に係る経費
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の縮減が図られるものであるかなどの項目を点

数化し、配点合計１００点満点で評価を実施し

ております。 

 やつしろハーモニーホールの選定結果でござ

いますけども、選定項目の１については適して

いるとの判断で、総合得点の合計点が８４.０

点、優秀事業者の優遇措置として１０点の加点

を行い、総計が９４.０となったところでござ

います。 

 続きまして、議案１４６号の八代市こいこい

広場です。 

 ３、提案価格・委託料につきましては、令和

７年度より各年度８万２０００円、３年間の合

計で２４万６０００円となっております。 

 次の６ページをお願いします。 

 ５、指定の経緯についてでございますが、八

代市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に

関する条例及び公の施設の指定管理者制度に関

する運用指針に該当するため、非公募とし、選

定手続要項等を事前に提示した上で、９月１０

日、募集を開始し、募集締切りの９月２４日ま

でに１団体からの申請があったところでござい

ます。１０月１０日の選定委員会におきまして、

申請団体からのプレゼンテーションやヒアリン

グ等を行い、１０月２３日に候補者を決定して

いるところでございます。 

 ８、選定結果につきましては、７ページお願

いします。 

 選定項目の１につきましては適しているとの

判断で、総合得点の合計点が８０.３点、優秀

事業者の優遇措置として５点の加点を行い、総

計が８５.３点となったところです。 

 なお、同じ指定管理者で管理をして行ってい

る八代市がらっぱ広場につきましては、今後増

加するインバウンド需要への対応及び地元から

の要望により、トイレの設置工事を令和７年度

に予定していることから、工事期間中は直営で

管理を行い、令和８年度からトイレの管理を含

めて再び指定管理者制度による管理運営を予定

しております。現在、既決予算を活用し、トイ

レの設置に必要な設計作業を進めているところ

でございます。 

 次に、８ページをお願いします。 

 議案第１４７号の、八代市日奈久温泉センタ

ー及び東湯の２施設です。 

 ３、提案価格・委託料につきましては、令和

７年度から各年度２３９２万円で、３年間の合

計が７１７６万円となっております。 

 ９ページをお願いします。 

 ５、指定の経緯でございますが、８月２８日

より公募を開始、９月２４日までに１団体の申

請がございました。しかしその後、辞退の申出

がありましたことから、１０月２日に再公募を

行ったところ、再公募締切りの１０月８日まで

に１団体から申請があったところでございます。

１０月３１日の選定委員会におきまして、申請

団体からのプレゼンテーションやヒアリング等

を行い、１１月５日に候補者を決定したところ

でございます。 

 ８、選定結果につきましては、１０ページを

御覧ください。 

 選定項目１につきましては適しているとの判

断で、総合得点の合計が７８.５点、優秀事業

者の優遇措置として５点の加点を行い、総計が

８３.５点となったところでございます。 

 続きまして、１１ページです。 

 議案第１４８号の、八代市広域交流地域振興

施設及び八代市松中信彦スポーツミュージアム

の２施設でございます。 

 ３、提案価格（納付金）では、指定管理者が

市に納付金を納入する施設となっており、その

額は令和７年度が３７０万円、その後、毎年度

ごとに２０万ずつ増加し、５年間の合計納付金

額は２０５０万円となっております。 

 １２ページをお願いします。 

 ５、指定の経緯についてでございますが、９
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月１３日より公募を開始、公募締切りの９月２

４日までに１団体からの申請がございました。

１０月１０日の選定委員会におきまして、申請

団体からのプレゼンテーションやヒアリング等

を行い、１１月１日に候補者を決定したところ

でございます。 

 ８、選定結果につきましては、１３ページを

お願いします。 

 選定項目１につきましては適しているとの判

断で、総合得点の合計点が７８.９点、優秀事

業者の優遇措置として５点の加点を行い、総計

が８３.９点となったところでございます。 

 続きまして、１４ページをお願いします。 

 議案第１４９号の、八代市日奈久観光交流施

設です。 

 ３、提案価格・委託料につきましては、令和

７年度から各年度８７０万円で、５年間の合計

で４３５０万円となっております。 

 １５ページの５、指定の経緯につきましては、

８月２８日より公募を開始、公募締切りの９月

２４日までに２団体からの申請がありました。

１０月１０日、選定委員会におきまして、申請

がありました２団体それぞれからプレゼンテー

ションやヒアリングを行い、１０月１６日に候

補者を決定したところでございます。 

 ８の選定結果につきましては、１６ページを

お願いします。 

 選定項目１につきましては申請のあった２団

体ともに適しているとの判断であり、ＤＭＯや

つしろにつきましては、総合得点合計が７９.

３点、市内事業者の優遇措置として５点の加点

を行い、総計が８４.３点となったところでご

ざいます。一方、Ａ社におきましては、総合得

点が７７.６点、優秀事業者の優遇措置として

５点の加点を行い、総計が８２.６点となった

ところでございます。指定管理者候補者選定委

員会における審査の結果、申請のあった２団体

のうち総計点数が最も高かった、一般社団法人

ＤＭＯやつしろを指定管理者候補者として決定

したところでございます。 

 １７ページをお願いします。 

 議案第１５０号の、八代市産地形成促進施設

東陽交流センター「せせらぎ」及び八代市農林

産物等直売施設「菜摘館」の２施設です。 

 ３、提案価格・委託料につきましては、令和

７年度から毎年度２７４６万円で、３年間の合

計で８２３８万円となっております。 

 １８ページの５、指定の経緯でございますが、

株式会社東陽地区ふるさと公社は旧東陽村が出

資して設立した第三セクター法人であることか

ら、八代市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例及び公の施設の指定管理者

制度に関する運用指針に該当するため非公募と

し、選定手続要項等を事前に提示した上で、９

月１７日より募集を開始、募集締切りの９月３

０日までに申請者からの申請があったところで

ございます。１０月１０日の選定委員会におき

まして、申請団体からのプレゼンテーションや

ヒアリングを行い、１０月２９日に候補者の決

定を行ったところでございます。 

 ８、選定結果につきましては、１９ページを

御覧ください。 

 選定項目１につきましては適しているとの判

断で、総合得点合計が７７.７点、総計も同じ

く７７.７点となったところでございます。 

 続きまして、２０ページをお願いします。 

 議案第１５１号の八代市五家荘観光施設で、

五家荘平家の里、緒方家、左座家、五家荘渓流

キャンプ場、五家荘自然塾、梅の木轟公園管理

施設です。 

 ３、提案価格・委託料につきましては、令和

７年度が１６４８万６０００円、令和８年度が

１６４０万６０００円、令和９年度が１６３０

万６０００円、３年間の合計で４９１９万８０

００円となっております。 

 ２１ページの５、指定の経緯でございますが、
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９月２日公募を開始、公募締切りの９月２４日

までに１団体からの申請がございました。１０

月１０日の選定委員会におきまして、申請団体

からのプレゼンテーションやヒアリング等を行

い、同日１０日に候補者を決定したところでご

ざいます。 

 ８、選定結果につきましては、２２ページを

御覧ください。 

 選定項目１につきましては適しているとの判

断で、総合得点合計が７６点、総計が同じく７

６点となったところでございます。 

 以上、７件の１５施設となります。 

 本市が策定しております公の施設の指定管理

者制度に関する運用指針において定めておりま

す、指定管理者候補者に選定できる基準につき

ましては原則として配点合計の６割以上であり、

今回説明いたしました７件の１５施設の指定管

理者候補者全てが、この基準を満たしていると

ころでございます。 

 なお、本定例会におきまして議決いただいた

際には、本年度内での協定締結手続を要します

ことから、納付金施設を省く施設につきまして、

債務負担行為の設定が必要となりますので、別

途、一般会計補正予算・第１１号にて、それぞ

れの年数、限度額に応じた債務負担の設定をお

願いしてるところでございます。 

 説明につきましては以上でございます。御審

議方、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 説明の中に、指定の経

緯っていうのがありました。３種類あったと思

うんですよね。公募による募集と単なる募集、

そして公募によらない候補者の選定。こちらの、

指定の経緯が違う理由をですね、教えていただ

きたいと思います。理由っていうか根拠をです

ね。 

○委員長（古嶋津義君） 小会します。 

（午前１１時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

○デジタル推進課長（上野 信君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）デジタル推進課、上野でございます。 

 指定管理者の募集につきましては、能力ある

民間事業者の幅広い参入によるサービスの向上

と経費の節減を図るとともに、選定における透

明性と公平性を確保するために、原則公募とし

ております。ただし、八代市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第

１項の規定により、公募によらず指定管理者候

補者を選定することができるとされており、指

定施設の状況に応じ所管課が判断を行っており

ます。 

 条例では、公募によらず選定できる場合とい

たしまして、１、ＰＦＩ事業により設置した公

の施設を一定期間ＰＦＩ事業者に管理させると

き、２、主に当該地域の住民が利用する公の施

設を町内会等地域組織に管理させる合理的な理

由があるとき、３、公募を行った結果申請がな

く、再度公募を行ういとまがないとき、４、公

の施設の管理上、緊急に指定管理者の指定を行

う必要があるとき、５、その他市長等が公の施

設の適正な管理を確保するために必要があると

認めるときと定めております。 

 また、第５項、その他市長等が公の施設の適

正な管理を確保するため必要があると認めると

きにつきましては、別に公の施設の指定管理者

制度に関する運用指針において、次のいずれか

に該当するときとしております。市の施策の推

進役として中心的な役割を果たしている法人等

に当該公の施設の管理を行わせる場合で、その

設置目的に沿った施策の推進が効率的、効果的

に達成できると認めるとき、当該公の施設を管

理させる場合において専門的な資格、知識また
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は技術を要するとき、当該公の施設を民営化し、

または廃止するまでの期間において特定の法人

等に管理させるとき、当該施設の管理を行わせ

る目的で市の出資により設立された法人等に管

理を行わせる場合で、公募によらない合理的な

理由があると認めるときとしております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） では、非公募のうち、

議案第１４６号の八代市こいこい広場は、先ほ

どの説明の２つ目の当該地域の町内会とか地域

の合理的なという部分でよろしいかと。それと、

議案第１５０号の分に関しては、５番目の理由、

その他市長が認める場合ということでよろしい

か、またお伺いしたいと思います。 

○商工政策課長（西村新吾君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）商工政策課の西村でございます。

よろしくお願いいたします。 

 こいこい広場の非公募についてでございます

が、まず指定管理者候補者でありますまちなか

活性化協議会とは、各商店街の振興会の集合体

というところで、本町１丁目・２丁目・３丁目

・通町商店街組合の会員で構成されております

団体でございます。中心市街地で行われている

各イベントに運営に参加されてるというところ

でございます。 

 先ほど上野課長のほうからも説明ありました

とおり、八代市公の施設に係る指定管理者の指

定の手続に関する条例の第５条の第２号の、主

に当該地域の住民が利用する公の施設を町内会

等地域組織に管理させる合理的な理由があると

きは、公募によらず指定管理者を選定すること

ができるという規定に基づきまして、まちなか

活性化協議会は中心市街地を活性化するための

商店街が立ち上げられた組織であること、また、

こいこい広場は中心市街地の活性化のために商

店街振興組合の皆様を中心に利用されてるとい

うところから、この規定に該当するというとこ

ろで判断し、今回非公募とさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○東陽支所地域振興課長（大谷栄樹君） 皆さ

んおはようございます。東陽支所地域振興課の

大谷です。よろしくお願いいたします。 

 先ほどの御質問がありました内容でございま

すけれども、委員御指摘のとおり、第５項その

他市長等が公の施設の適正な管理を確保するた

め必要があると認めるときの中にですね、また、

手続条例第５条第１項第５号の必要があると認

めるとき、次のいずれかに該当するときとする

という項目がまたありまして、その中にエとい

うのがありまして、その中では、当該公の施設

の管理を行わせる目的で市の出資により設立さ

れた法人等に管理を行わせる場合で、公募によ

らない合理的な理由があると認めるときという

のも利用しまして、東陽地区ふるさと公社のほ

うに非公募で募集をしてるというところになり

ます。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） 根拠については納得し

ました。 

○委員（中山諭扶哉君） 公募の委託の期間な

んですけど、３年と５年ということがありまし

たけど、この根拠を教えてください。 

○商工政策課長（西村新吾君） 私のほうから、

商工政策課の所管のハーモニーホールとこいこ

い広場についてお答えさせていただきます。 

 まず指定の期間につきましては、本市の公の

施設の指定管理者制度に関する運用指針におき

まして、指定期間というものは原則３年もしく

は５年とされております。 

 ただ今回、ハーモニーホールにつきましては、

施設の設置目的あるいは性格、管理運営の今後

の安定化と効率化も含めたところで、やはり長

期的、継続的なところがよろしいというところ
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で判断したところで、５年とさせていただいて

おります。 

 こいこい広場については３年というところで

ございますが、先ほど緒方次長のほうからあり

ましたが、がらっぱ広場のほうを今、トイレの

整備でというところで直営に変えております。

今後、こいこい広場とがらっぱ広場を一体的な

ところで捉えたときに今後見ていく必要もあろ

うかと思っておりますので、今後、両施設を一

体型として指定管理を持っていくということを

検討する上で、今回３年とさせていただいてお

ります。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。

（｢観光が」と呼ぶ者あり） 

○観光振興課長（甲斐春一君） こんにちは。

観光振興課の甲斐でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。観光振興課所管分の３施

設につきまして御説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、温泉センターですね、日奈久ばんぺい

湯のほうになりますけれども、こちらにつきま

しては、前回更新を行いました令和３年度にお

きましては、新型コロナウイルスの影響もござ

いまして、いつまでその状況が続くかっていう

ところもございました。このため５年間という

長い設定期間によらずですね、３年間という少

し短い設定でですね、させていただいておりま

した。今回のですね、指定管理の条件を定める

ということが適当というふうに判断しました。 

 今回の更新につきましても、このコロナ禍か

らですね、今、回復期にあるということもござ

いまして、また、近年のですね、物価上昇も今

後も予想されますことから、指定管理に係る経

費の変動にもですね、対応できるように、３年

という短期間で設定させていただいております。 

 続きまして、松中スポーツミュージアムにつ

いてでございますけれども、こちらのほうもで

すね、５年というところで設定させていただい

ております。 

 今、物産館とですね、松中スポーツミュージ

アムにつきましては、現在、物産館のほうの売

上げにつきまして、ずっと、企業努力におきま

してですね、実際に収入のほうが伸びている状

況でございます。スポーツミュージアムにつき

ましてもですね、支出のほうも減額というふう

な形で、経営状況というところも改善されてき

ている状況でございます。 

 そういったところからですね、また引き続き

５年間を設定させていただいてるところでござ

いますが、もうこういう経験、実績に基づく計

画のほうも示されておりますので、そういうそ

ういったところも加味しまして５年間というと

ころで設定をさせていただいております。 

 続きまして、日奈久のゆめ倉庫につきまして

でございますけれども、こちらにつきましては

ですね、こちらも５年間の設定をさせていただ

いておりますが、前回もですね、同じような期

間を設定させていただいておりますが、当該施

設につきましては、前回の公募におきまして一

括で５年間を行ったところでおりますけれども、

効率的かつ安定的な施設の運営が図られてきて

いるところでございます。また、施設運営面に

おきましてもですね、先ほどと同様に長期的な

運営計画を図ることができておりまして、民間

の事業参入の促進につながりますことから、今

回も前回同様に５年間というふうな設定をさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○東陽支所地域振興課長（大谷栄樹君） せせ

らぎ、菜摘館の指定管理期間の３年につきまし

て御説明いたします。 

 せせらぎ、菜摘館につきましては、前回の更

新の令和３年度では、新型コロナウイルスの影

響がいつまで続くか見通せない状況であり、５

年ではなく３年という少し短い期間で設定をい
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たしておりました。３年後の状況により、次々

回の指定管理の条件を定めることが適当と判断

いたしました。今回につきましても、新型コロ

ナウイルスからの回復期であること、また、近

年の物価上昇が今後も予想されることもあり、

３年という期間で設定をいたしております。 

○泉支所地域振興課長（岩田 剛君） おはよ

うございます。泉支所地域振興課の岩田でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 五家荘の施設の、五家荘観光施設における管

理の委託の期間の３年というところでございま

すけれども、これまでは、５年間の契約といい

ますか期間で、契約をしておったところでござ

いますが、近年の資源高騰によります光熱水費

や物価の高騰が著しいということで令和７年度

以降の指定管理施設の収支状況が見通せないと

いうことがございまして、今後の状況の変化に

合わせて指定管理の委託料ですとか見直しがで

きるように、今回は３年に短縮して進めさせて

いただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

した。 

 あとはもう意見で言います。すいません。分

かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに質疑はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（中山諭扶哉君） 先ほど、説明いただ

きましてありがとうございました。 

 ３年、５年ということなんですけど、今さっ

きお話ありましたけど、収支状況が見通せない

状況で３年になったっていうことがあったとい

うふうに思います。恐らくほかのところもです

ね、そういう状況が強いんじゃないかなという

ふうに思います。５年っていうのが見合うかど

うかっていうのは今から考えていかなければな

らないと思うんですけど、長期間ですね、縛る

ことになってはいけないなと。人件費も上がり

ますし、経費も上がります。っていうことはや

っぱり３年ぐらいで見直しをしないと、今から

先はちょっと大変なんじゃないかなって逆に思

いましたので、お聞きさせていただきました。 

 意見でした。またよろしくお願いします、御

検討ですね。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 採決は、議案ごとに挙手により行いますが、

挙手しない者は反対とみなします。 

 まず、議案第１４５号・やつしろハーモニー

ホールに係る指定管理者の指定については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１４６号・八代市こいこい広場

に係る指定管理者の指定については、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１４７号・八代市日奈久温泉セ

ンター、東湯に係る指定管理者の指定について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１４８号・八代市広域交流地域

振興施設、八代市松中信彦スポーツミュージア

ムに係る指定管理者の指定については、可決す
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るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１４９号・八代市日奈久観光交

流施設に係る指定管理者の指定については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１５０号・八代市産地形成促進

施設東陽交流センター「せせらぎ」、八代市農

林産物等直売施設「菜摘館」に係る指定管理者

の指定については、可決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１５１号・五家荘平家の里、緒

方家、左座家、五家荘渓流キャンプ場、五家荘

自然塾、梅の木轟公園管理施設に係る指定管理

者の指定については、可決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 小会します。執行部は御退出ください。 

（午前１１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送等にて届いております

要望書などにつきましては、タブレット端末に

て御確認願います。 

 以上で、付託された案件の審査は全部終了し

ました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題として調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、水道事業に関する諸

問題の調査、以上の２件です。 

 当委員会の所管事務調査について、何かあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の管外行政視察について協

議のため、小会いたします。 

（午前１１時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５４分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の派遣承認要求の件につ
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いてお諮りいたします。 

 本委員会は、令和７年１月２７日から２９日

までの３日間、産業・経済の振興に関する諸問

題の調査のため、宮城県名取市、水産事業者・

有限会社片倉商店、宮城県岩沼市へ管外行政視

察を行うこととし、議長宛て派遣承認要求の手

続を取らせていただきたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午前１１時５５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和６年１２月１１日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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